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      --------車両系建設機械の 

               県下一斉安全パトロールの実施--------- 

 

 来る１１月１２日、茨城労働局（局長 植松
うえまつ

弘
ひろし

）は、県内の８労働基準監督

署及び建設業労働災害防止協会茨城県支部注１並びに建設荷役車両安全技術協会

茨城県支部注２と合同で、車両系建設機械の一斉安全パトロールを実施する。 
 

今年、大型杭打機が転倒し、走行中のトラック運転者と歩行者等６名が負傷

する災害（４月東京都千代田区）、民家を崩壊させる事故（１０月千葉県八千代

市）などが相次いだことから、建設現場において使用されている杭打機をはじ

め車両系建設機械による労働災害の防止を図るために巡回指導を実施するもの

である。 
 
巡回指導は、１７班編成により県内各地で実施し、建設機械の転倒防止、有

資格者による運転、特定自主検査注３の実施などを重点とする。 
 
 昨年、県内において、建設機械による休業４日以上の死傷者は４２人であり、

そのうち３人が死亡している。今年は、９月末で死傷者が２０人で、そのうち

死亡者は１人である。 
 
 
 
 
 
注１ 建設業労働災害防止協会とは、労働災害防止団体法(昭和３９年６月２９日（法律第

１１８号)に基づき設立された団体で、建設業を営む事業主及び事業主の団体が会員と

なって組織され、建設業における労働災害の防止を図ることを目的とした団体。 
注２ 建設荷役車両安全技術協会とは、建設荷役車両（車両系建設機械及び車両系荷役運

搬機械）の検査・整備業、メーカー、ユーザー、リース・レンタル業者などから組織

され、これらの企業が協力して建設荷役車両の性能の保持、自主検査制度の定着化及

び検査・整備業の振興を推進している団体。 
注３ 車両系建設機械や車両系荷役運搬機械（別添参照）の特定機械については、１年以

内に１回（不整地運搬車は２年に１回）、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなけれ

ばならないことになっており、この検査を特定自主検査という。 
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